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ご注意：この記者発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的

として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見

書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。 
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新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ 

 

 ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 25 年 2月 22 日開催の本投

資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会

において、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．公募による新投資口発行（一般募集） 

(1) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） （注）  1口につき 123,382円 

(2) 発行価格（募集価格）の総額   23,442,580,000円 

(3) 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ） （注）  1口につき 119,479円 

(4) 払込金額（発行価額）の総額   22,701,010,000円 

(5) 申 込 期 間  平成 25年 3月 6日（水曜日）から平成 25年 3月 7日（木曜日）まで 

(6) 払 込 期 日   平成 25年 3月 12日（火曜日） 

(7) 受 渡 期 日   平成 25年 3月 13日（水曜日） 

（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。 

 

２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

(1) 売 出 投 資 口 数  本投資口 12,064口 

(2) 売 出 価 格  1口につき 123,382円 

(3) 売 出 価 格 の 総 額  1,488,480,448円 

(4) 申 込 期 間  平成 25年 3月 6日（水曜日）から平成 25年 3月 7日（木曜日）まで 

(5) 受 渡 期 日  平成 25年 3月 13日（水曜日） 

 

３．第三者割当による新投資口発行 

(1) 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ）  1口につき 119,479円 

(2) 払込金額（発行価額）の総額 （上限） 1,441,394,656円 

(3) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ）  平成 25年 4月 9日（火曜日） 

(4) 払 込 期 日  平成 25年 4月 10日（水曜日） 
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＊ 本資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス： http://www.united-reit.co.jp 

 

＜ご参考＞ 

１．発行価格及び売出価格の算定  

 (1) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格  平成 25年 3月 5日（火曜日）  125,900円 

 (2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率  2.0％   

 

２．シンジケートカバー取引期間 

平成 25年 3月 8日（金曜日）～平成 25年 4月 5日（金曜日） 

 

３．今回の調達資金の使途 

一般募集における手取金（22,701,010,000 円）については、本投資法人による新たな特定資産の取得資金（42,538

百万円。取得に係る諸費用を含みます。）の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者

割当による新投資口発行の手取金上限（1,441,394,656円）については、手元資金を特定資産の取得資金の一部に充当

する予定であるため、当該充当による手元資金の減少分を補うため、手元資金に充当する予定です。取得予定の特定

資産の詳細については、平成 25年 2月 22日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。 
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